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国土交通省 

 

【観 光 庁】 

 

１．観光施設のキャッシュレス対応促進支援について 

国内の多くの観光施設や神社仏閣等において入場拝観料の支払いは現金払いが多

い。キャッシュレス化が進む諸外国と比べても対応が不十分である。訪日外国人の

増加に向けて観光施設の入場拝観料のキャッシュレス取扱いを増やすために設備導

入支援などに取り組まれたい。また関係省庁や地域と連携による実証事業の進捗ま

たは計画について明らかにされたい。 

国や自治体が管理する観光施設の入場料について、キャッシュレス決済ができる

よう環境整備をお願いしたい。また、民間業者が管理する観光施設については、利

便性向上に向け行政より入場料のキャッシュレス決済導入の指導をお願いしたい。 

 

２．公共交通機関の利用環境の改善について 

インバウンドの拡大、持続的な発展に向けては都市部から地方への旅行者の循環

が重要な鍵となる。 

ゲートウェイとなる空港・港湾から訪日外国人旅行者の来訪が特に多い観光地等

に至るまでの公共交通機関の利用環境を刷新するため、訪日外国人旅行者のニーズ

が特に高い多言語対応、無料Ｗi-Ｆiサービス、トイレの洋式化、キャッシュレス決

済対応、大型スーツケースへの対応の取り組み等を進め、シームレスで一貫した世

界水準の交通サービスを実現させることが重要である。したがって、公共交通事業

者や旅客施設管理者への促進を図るとともに、さらなる支援策を講じられたい。 

 

３．余暇・休暇制度について 

いわゆる現役世代が旅行をするためには、休暇を取得できるかどうか重要なポイ

ントとなり、目的地によっては長期の休暇取得を要する。年次有給休暇の時季指定

義務など、休暇の取得促進は政策として行われているが、長期休暇の取得促進には

至っておらず、働くもの・事業主の双方が休暇を取得する意識を高め長期休暇の取

得を促進する取り組みが図られたい。 

また、経済産業省による「プレミアムフライデー」、観光庁による「ポジティブ・

オフ」、厚生労働省による「仕事休もっ化計画」など、省庁毎に余暇・休暇の施策が

存在することなどから各省庁の取り組みを一本化することを検討されたい。 


